
他自治体条例の主な項目の対比【抜粋】 

 千葉県 北海道 

自治体の

責務 

第四条 県は、前条に規定する基本理念（以下

「基本理念」という。）にのっとり、障害のある

人に対する理解を広げ、差別をなくすための施

策を総合的かつ主体的に策定し、及び実施する

ものとする。 

第４条 道は、この条例の目的を達成するため、前

条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）

に基づき、暮らしやすい地域づくりを推進する施策

を総合的かつ計画的に策定し、実施しなければなら

ない。 

市民等の

責務 

第六条 県民は、基本理念にのっとり、障害の

ある人に対する理解を深めるよう努め、障害の

ある県民及びその関係者は、障害のあることに

よる生活上の困難を周囲の人に対して積極的に

伝えるよう努めるものとする。 

２ 県民は、基本理念にのっとり、県又は市町

村が実施する、障害のある人に対する理解を広

げ、差別をなくすための施策に協力するよう努

めるものとする。 

第６条 道民、事業者及び関係団体（以下「道民等」

という。）は、基本理念に基づき、障がい及び障が

い者に対する理解を深めるとともに、暮らしやすい

地域づくりを推進するための施策に協力するよう

努めるものとする。 

第10条 道は、道民等が障がい及び障がい者に対

する理解を深めるよう、普及啓発その他必要な措置

を講ずるものとする。 

合理的配

慮 

（差別の禁止） 

第八条 何人も、障害のある人に対し、差別を

してはならない。ただし、不利益取扱いをし

ないこと又は合理的な配慮に基づく措置を行

うことが、社会通念上相当と認められる範囲

を超えた人的負担、物的負担又は経済的負担

その他の過重な負担になる場合においては、

この限りでない。 

（障がい者への配慮） 

第20条 道及び道民等は、学校、公共交通機関、

職場その他障がい者が生活をするために必要な

場において合理的配慮（障がい者が、障がいのな

い者と実質的に同等の日常生活又は社会生活を

営むことができるようにするために必要な配慮

をいう。）に努めるとともに、差別や不利益な扱

いをしてはならない。 

地域生活

支援 

 （医療とリハビリテーションの確保） 

第12条 道は、地域で生活する障がい者に必要な

医療とリハビリテーションを確保するよう努め

なければならない。 

（移動手段の確保） 

第13条 道は、地域で生活する障がい者の障がい

の別及び程度にかかわらず、いかなる差別も受け

ることなく必要な移動の手段が確保されるよう、

公共交通事業者その他の関係者の理解を得るこ

とができるよう努めなければならない。 

（切れ目のない支援） 

第14条 道は、障がい者の乳幼児期、学齢期等生

涯を通じて一貫した切れ目のない支援を確保で

きるよう努めなければならない。 

【略】 

（高齢者施策等との連携） 

第16条 道は、この条例に基づく施策の実施に当

たっては、地域の特性に応じ、共生型事業（障が

参考 



い者、高齢者、子どもなど地域福祉に係る施策に

ついて、これらを一体的に実施する事業をいう。

以下この条において同じ。）の普及に努めるとと

もに、市町村が共生型事業を実施するに当たって

は、必要な支援に努めなければならない。 

（障がい者の家族に対する配慮） 

第17条 道は、この条例に基づく施策の実施に当

たっては、障がい者の家族に対して必要な配慮を

しなければならない。 

（地域間格差の是正等） 

第18条 道は、この条例に基づく障がい者の社会

生活に関する施策の実施に当たっては、障がい者

が希望する地域において暮らすことができるよ

う、サービス基盤の地域間格差の是正と地域間の

均衡に配慮しなければならない。 

教育 第二条 【略】 

２ この条例において「差別」とは、次の各号

に掲げる行為（以下「不利益取扱い」という。）

をすること及び障害のある人が障害のない人と

実質的に同等の日常生活又は社会生活を営むた

めに必要な合理的な配慮に基づく措置（以下「合

理的な配慮に基づく措置」という。）を行わない

ことをいう。 

【略】 

五 教育を行い、又は受けさせる場合において、

障害のある人に対して行う次に掲げる行為 

イ 本人に必要と認められる適切な指導及び支

援を受ける機会を与えないこと。 

ロ 本人若しくはその保護者（学校教育法（昭

和二十二年法律第二十六号）第十六条に規定す

る保護者をいう。以下同じ。）の意見を聴かない

で、又は必要な説明を行わないで、入学する学

校（同法第一条に規定する学校をいう。）を決定

すること。 

第15条 道は、保健・福祉と教育の連携を推進す

るに当たっては、次の点に配慮しなければならな

い。 

(１)障がい児の希望などに応じた教育及び保育が

受けられるようにすること。 

(２)障がい児を受け入れる教育機関において、関係

機関との連携等を通じて、必要な介助、医療的ケア

及び自立活動の指導の充実が図られるようにする

こと。 

(３)前号の教育機関の取組の推進を図るため、道及

び関係機関は専門知識を有する人材の育成及び確

保に努めること。 

(４)障がい児に対する支援が、学校及び放課後を問

わず、地域全体の連携及び協力の下で行われるこ

と。 

(５)学校教育及び社会教育など生涯学習の場にお

いて、障がい者に関する理解の促進が図られるよう

にすること。 

 

就労 第二条【略】 

四 労働者を雇用する場合において、障害のあ

る人に対して行う次に掲げる行為 

イ 労働者の募集又は採用に当たって、本人が

業務の本質的部分を遂行することが不可能であ

る場合その他の合理的な理由なく、障害を理由

として、応募若しくは採用を拒否し、又は条件

を課し、その他不利益な取扱いをすること。 

ロ 賃金、労働時間その他の労働条件又は配置、

第５章 障がい者に対する就労の支援 

第28条 道は、障がい者の希望と適性に応じ、障

がい者が雇用契約に基づき就労することが可能と

なり、及び福祉的就労関係事業所（障害者自立支援

法に基づく就労継続支援その他就労関係の事業を

実施する事業所をいう。第 31 条第３項及び第 32

条において同じ。）における工賃の水準の向上その

他必要な環境が整備されるよう、企業、関係行政機

関その他関係者との連携及び協力により、必要な施



 

 

昇進若しくは教育訓練若しくは福利厚生につい

て、本人が業務の本質的部分を遂行することが

不可能である場合その他の合理的な理由なく、

障害を理由として、不利益な取扱いをすること。

ハ 本人が業務の本質的部分を遂行することが

不可能である場合その他の合理的な理由なく、

障害を理由として、解雇し、又は退職を強いる

こと。 

策を講じなければならない。 

２ 道及び障害者の雇用の促進等に関する法律（昭

和35年法律第123号）第43条第１項に規定する事

業主又は使用者は、同条第２項で定める障害者雇用

率の達成はもとより、一層の障がい者雇用の促進に

努めなければならない。 

３ 前項以外の事業主又は使用者は、事業内容など

を勘案して、障がい者の雇用促進に努めるものとす

る。 

４ 道及び事業主又は使用者は、障がいを理由に、

採用の拒否、解雇及び賃金、昇進等の労働条件や労

働環境において、不利益又は不当な扱いを行わない

よう努めなければならない。 

勧告等 第二十四条 調整委員会は、前条第一項に規定

する助言又はあっせんを行った場合において、

差別をしたと認められる者が、正当な理由なく

当該助言又はあっせんに従わないときは、知事

に対して当該差別を解消するよう勧告すること

を求めることができる。 

２ 知事は、前項の求めがあった場合において、

差別をしたと認められる者に対して、当該差別

を解消するよう勧告することができる。この場

合において、知事は、前項の求めを尊重しなけ

ればならない。 

３ 知事は、正当な理由なく第二十二条第一項

の調査を拒否した者に対して、調査に協力する

よう勧告するものとする。 

４ 知事は、関係行政機関に対し第二項に規定

する勧告をしようとするときは、あらかじめ、

当該行政機関の長に対してその旨を通知しなけ

ればならない。この場合において、当該行政機

関の長が公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼ

すおそれがあることにつき相当の理由があると

認めて通知したときは、知事は、当該勧告をし

ないものとする。 

第48条 地域づくり推進員は、地域づくり委員会

における協議の結果、すべての委員の賛成により、

著しい暮らしづらさがあると判断した場合にあっ

ては、当該暮らしづらさの原因となる者に対して、

改善のための指導をすることができる。 

２ 前項の指導（虐待及び障がい者の権利に重大な

支障を及ぼす事案に限る。）の結果、改善が図られ

ない場合にあっては、地域づくり推進員は、知事に

対して、当該暮らしづらさの原因となる者に対して

改善を勧告することを求めることができる。 

３ 前項に規定する求めがあった場合、知事は、改

善の勧告を行うことができる。この場合において

は、知事は、あらかじめ期日、場所及び事案の内容

を示して、当該事案の原因となる者又はその代理人

の出頭を求めて、意見の聴取を行わなければならな

い。 

４ 前項の勧告を行ったにもかかわらず、改善が図

られない場合にあっては、知事は、当該勧告内容を

公表することができる。 


